
内部統制システムの整備

コンプライアンスに関する基本方針・規程
　当社では、生命保険事業を通じて社会公共の福祉に
貢献するという使命を果たすべく、経営の基本理念である
「経営の要旨」ならびに住友生命グループ各社および役職
員一人ひとりが実践していく指針を定めた「住友生命グ
ループ行動憲章」に則り誠実に業務を遂行しています。

コンプライアンスへの取組み

上記の前文とともに、以下の各項目について方針を定めています。

内部統制基本方針の概要

コンプライアンスの基本認識

２．業務の適正を確保するための体制
①執行役および使用人の職務の執行が法令およ
び定款に適合することを確保するための体制 
②執行役の職務の執行に係る情報の保存および
管理に関する体制 
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
④執行役の職務の執行が効率的に行われること
を確保するための体制 
⑤相互会社およびその実質子会社から成る企業
集団における業務の適正を確保するための体制 
⑥顧客保護が図られることを確保するための体制 
⑦内部監査の実効性を確保するための体制

１．監査委員会の職務の執行のための体制
①監査委員会の職務を補助すべき取締役および
使用人に関する事項 
②監査委員会への報告に関する体制 
③監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の
執行に関するものに限る。）について生ずる費用
の前払または償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用または債務の処理に
係る方針に関する事項 
④その他監査委員会の監査が実効的に行われる
ことを確保するための体制 

　さらに、コンプライアンスに関する基本方針を明確化す
るため、その推進に関する基本的事項を定めた「法令等遵
守方針」および「保険募集管理方針」を制定し、これに基づ
きコンプライアンス推進体制を整備しています。

コンプライアンス推進体制
　当社では、全社のコンプライアンスを推進するため、社
長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置していま
す。コンプライアンス委員会は、下部組織であるモニタリン
グ連絡会議を通じて、個別課題等のモニタリング・分析状
況等について報告を受け課題解決に向け審議しています。
　また全社のコンプライアンスを統括する組織としてコン
プライアンス統括部を設置しています。コンプライアンス
統括部では、上記個別課題への取組みに加え、会社全体
の法令等遵守状況を取締役会等へ報告し、業務運営に必
要な指示を受けています。
　このような取組みを機能させるため、本社各部門および
各支社はコンプライアンス取組計画を策定し、年度計画を
通じたコンプライアンス推進に努めています。また、各支社
においては、支社コンプライアンス委員会を中心とした自
律機能の発揮にも力を入れています。
　当社では、このように経営主導の下、全社一丸となったコ
ンプライアンスに対する取組みを行っています。

コンプライアンスを重視した企業風土の醸成
　コンプライアンスを重視した企業風土の醸成とその徹
底を図るべく、コンプライアンスに関する基本的な考え方
や個 の々業務に関し特に留意すべき事項等をまとめた「コ
ンプライアンス・マニュアル」および「保険募集コンプライ
アンス・マニュアル」を策定し、全役職員への配付等によ

り、徹底を図っています。
　コンプライアンスに関する研修を幅広く実施しているほ
か、社内報やＤＶＤ、社内ＬＡＮを活用したコンプライアン
ス教育も定期的・継続的に行っています。

（前文）
　当社は、経営の根本精神を表した企業理念である
「経営の要旨」を頂点とし、「経営の要旨」に示された当
社の普遍的な使命をＣＳＲの視点から再整理した「Ｃ
ＳＲ経営方針」、および中長期的に実現すべき顧客視
点から見た会社のめざすべき姿を示す「住友生命ブラ
ンドビジョン」を経営方針としている。
　これらによって構成される経営方針に則り、業務
の健全性および適切性の確保に向けた内部統制シス

テムの整備に係る基本方針として、保険業法第５３条
の３０第１項第１号ロおよびホの規定に基づき取締役
会が本方針を定め、役職員に対して周知徹底を図ると
ともに法令に基づく開示を行う。
　当社は、本方針に則って内部統制システムを整備す
るとともに、取締役会においてその実効性を検証し、必
要な改善を図ることとするほか、内部統制システムの運
用状況の概要の開示を行う。

　当社は、経営の健全性・適切性を確保する観点から、
「内部管理態勢の強化」に取り組んでいます。取締役会に
おいて、保険業法第５３条の30第1項第1号の規定に基づ
き「内部統制基本方針」を定め、この方針に基づいて、リ

スク管理態勢、コンプライアンス態勢および内部監査機能
の充実を図るとともに、監査委員会の監査が実効的に行
われるための体制整備など、内部統制システムが有効に
機能するような取組みを行っています。

　当社では、お客さまの信頼にお応えし続けていくという
経営の基本をより強固なものとしていくため、コンプライア

ンスを重要な経営課題と捉え、以下のコンプライアンス推
進体制を構築しています。

※当社では法令・規定に違反する行為の早期発見と是正を図るため内部通
報・相談窓口を設置していますが、平成２７年７月からは更なる客観性・対応
力向上の観点から社外窓口に統一しました。
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